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(57)【要約】
【課題】ＩＰ電話網において、事業者選択サービスの提
供を可能にする。
【解決手段】ＩＰ電話網において、加入者サーバ３は、
発呼信号を受信すると、その発呼信号に含まれる発番号
に基づき、事業者選択サービスの契約がなされているか
を判定し、契約がなされている場合に、その発呼信号を
網内ＡＳ４へ送信する。網内ＡＳ４は、その発呼信号の
着番号に、事業者識別番号が付されていなければ、優先
事業者ＤＢにおいて、通話区分毎に登録された事業者の
事業者識別番号を発呼信号に付与して、加入者サーバ３
に送信する。また、網内ＡＳ４は、着番号に、優先事業
者ＤＢで登録された事業者とは異なる事業者の事業者識
別番号が付されていた場合には、優先事業者ＤＢに登録
された事業者識別番号の変更を許可する変更許可情報を
参照し、その事業者識別番号を、優先事業者ＤＢに登録
された事業者識別番号に変換して加入者サーバ３に送信
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加入者端末から発呼された発呼情報を、ＩＰ網上で用いられるプロトコルに変換するＩ
Ｐ変換装置と、前記ＩＰ変換装置から前記変換された発呼情報を受信して、前記変換され
た発呼情報をアプリケーションサーバに送信する加入者サーバと、前記変換された発呼情
報の送信先となる回線網の事業者を決定し、前記決定した事業者の事業者識別番号を前記
変換された発呼情報に付与して前記加入者サーバに返信する前記アプリケーションサーバ
とを備え、前記発呼情報の送信先の回線網の事業者を選択する事業者選択サービスを提供
する通信システムであって、
　前記加入者サーバは、
　前記加入者端末の加入者回線を特定する発番号のうち、前記事業者選択サービスの利用
契約を結んでいる前記発番号を示した付加サービス契約情報を記憶する記憶部と、
　前記ＩＰ変換装置から前記変換された発呼情報を受信し、前記変換された発呼情報に含
まれる前記発番号をキーとして、前記付加サービス契約情報を参照し、前記利用契約を結
んでいるかを判定し、前記利用契約を結んでいると判定した場合に、前記変換された発呼
情報を前記アプリケーションサーバに送信する付加サービス加入判定部と、
　前記アプリケーションサーバから、前記事業者識別番号が付与された前記変換された発
呼情報を受信し、当該事業者識別番号を用いて前記変換された発呼情報の送信先の事業者
の通信網を決定して、前記変換された発呼情報を前記決定した事業者の通信網に送信する
接続制御部と、を備え、
　前記アプリケーションサーバは、
　（１）前記加入者端末の電話番号帯毎の設置エリアを示す番号区画情報、および、（２
）前記発番号の加入者端末の設置エリアと前記発呼情報の宛先である着番号の加入者端末
の設置エリアとの組み合わせで特定される通話区分毎に、前記発番号に対応付けて、他の
事業者よりも優先して経由させる前記事業者の前記事業者識別番号を示した優先事業者情
報を記憶する記憶部と、
　前記加入者サーバから前記変換された発呼情報を受信し、前記変換された発呼情報に含
まれる前記発番号および前記着番号の加入者端末の設置エリアを、前記番号区画情報を参
照して特定し、前記特定した発番号の加入者端末の設置エリアと着番号の加入者端末の設
置エリアとの組み合わせから前記変換された発呼情報の前記通話区分を判定する通話区分
判定部と、
　前記変換された発呼情報に含まれる前記着番号に、前記事業者識別番号が付されている
か否かを判定する事業者識別番号判定部と、
　前記事業者識別番号判定部が前記事業者識別番号が付されていないと判定した場合に、
前記変換された発呼情報に含まれる前記発番号および前記通話区分判定部が判定した通話
区分をキーとして、前記優先事業者情報から前記変換された発呼情報の送信先の回線網の
事業者の前記事業者識別番号を取得し、前記取得した事業者識別番号を前記変換された発
呼情報に付与し、前記加入者サーバに送信する事業者識別番号付与部と、
　を備えることを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記アプリケーションサーバの前記優先事業者情報は、前記変換された発呼情報のうち
、当該発呼情報の前記着番号に付された事業者識別番号を前記優先事業者情報に示された
通話区分の事業者識別番号に、変更許可する前記変換された発呼情報を示した変更許可情
報を、当該発呼情報の前記発番号に対応付けて、さらに記憶し、
　前記事業者識別番号判定部が、前記着番号に前記事業者識別番号が付されていると判定
した場合に、前記変換された発呼情報に含まれる前記発番号および前記通話区分判定部が
判定した通話区分をキーとして、前記優先事業者情報から前記変換された発呼情報の送信
先の回線網の事業者の前記事業者識別番号を取得し、前記着番号に付された事業者識別番
号と前記取得した事業者識別番号とが一致するか否かを判定し、当該判定が一致しない場
合に、前記発番号をキーとして、前記変更許可情報を参照し、前記事業者識別番号の変更
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許可が示されている場合に、前記着番号に付された事業者識別番号を前記取得した事業者
識別番号に変更して、前記加入者サーバに送信する事業者識別番号変更部を、
　さらに備えることを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記アプリケーションサーバは、
　前記事業者識別番号変更部が、前記着番号に付された事業者識別番号を前記取得した事
業者識別番号に変更した場合に、前記着番号に付された事業者識別番号が前記取得した事
業者識別番号に変更されたことを示す事業者識別番号変更情報を、前記変換された発呼情
報に付与する事業者識別番号変更通知部を、さらに備え、
　前記事業者識別番号変更部は、前記事業者識別番号変更通知部により前記事業者識別番
号変更情報が付与された当該発呼情報を前記加入者サーバに送信すること
　を特徴とする請求項２に記載の通信システム。
【請求項４】
　加入者端末から発呼された発呼情報を、ＩＰ網上で用いられるプロトコルに変換するＩ
Ｐ変換装置と、前記ＩＰ変換装置から前記変換された発呼情報を受信して、前記変換され
た発呼情報をアプリケーションサーバに送信する加入者サーバと、前記変換された発呼情
報の送信先となる回線網の事業者を決定し、前記決定した事業者の事業者識別番号を前記
変換された発呼情報に付与して前記加入者サーバに返信する前記アプリケーションサーバ
とを備え、前記発呼情報の送信先の回線網の事業者を選択する事業者選択サービスを提供
する通信システムに用いられる通信方法であって、
　前記加入者サーバは、
　前記加入者端末の加入者回線を特定する発番号のうち、前記事業者選択サービスの利用
契約を結んでいる前記発番号を示した付加サービス契約情報を記憶する記憶部を備え、
　前記ＩＰ変換装置から前記変換された発呼情報を受信し、前記変換された発呼情報に含
まれる前記発番号をキーとして、前記付加サービス契約情報を参照し、前記利用契約を結
んでいるかを判定し、前記利用契約を結んでいると判定した場合に、前記変換された発呼
情報を前記アプリケーションサーバに送信するステップを実行し、
　前記アプリケーションサーバは、
　（１）前記加入者端末の電話番号帯毎の設置エリアを示す番号区画情報、および、（２
）前記発番号の加入者端末の設置エリアと前記発呼情報の宛先である着番号の加入者端末
の設置エリアとの組み合わせで特定される通話区分毎に、前記発番号に対応付けて、他の
事業者よりも優先して経由させる前記事業者の前記事業者識別番号を示した優先事業者情
報を記憶する記憶部を備え、
　前記加入者サーバから前記変換された発呼情報を受信し、前記変換された発呼情報に含
まれる前記発番号および前記着番号の加入者端末の設置エリアを、前記番号区画情報を参
照して特定し、前記特定した発番号の加入者端末の設置エリアと着番号の加入者端末の設
置エリアとの組み合わせから前記変換された発呼情報の前記通話区分を判定するステップ
と、
　前記変換された発呼情報に含まれる前記着番号に、前記事業者識別番号が付されている
か否かを判定するステップと、
　前記事業者識別番号が付されていないと判定された場合に、前記変換された発呼情報に
含まれる前記発番号および前記判定した通話区分をキーとして、前記優先事業者情報から
前記変換された発呼情報の送信先の回線網の事業者の前記事業者識別番号を取得し、前記
取得した事業者識別番号を前記変換された発呼情報に付与し、前記加入者サーバに送信す
るステップと、を実行し、
　前記加入者サーバは、
　前記アプリケーションサーバから、前記事業者識別番号が付与された前記変換された発
呼情報を受信し、当該事業者識別番号を用いて前記変換された発呼情報の送信先の事業者
の通信網を決定して、前記変換された発呼情報を前記決定した事業者の通信網に送信する
ステップを実行する
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　ことを特徴とする通信方法。
【請求項５】
　前記アプリケーションサーバの前記優先事業者情報は、前記変換された発呼情報のうち
、当該発呼情報の前記着番号に付された事業者識別番号を前記優先事業者情報に示された
通話区分の事業者識別番号に、変更許可する前記変換された発呼情報を示した変更許可情
報を、当該発呼情報の前記発番号に対応付けて、さらに記憶し、
　前記着番号に前記事業者識別番号が付されていると判定した場合に、前記変換された発
呼情報に含まれる前記発番号および前記判定した通話区分をキーとして、前記優先事業者
情報から前記変換された発呼情報の送信先の回線網の事業者の前記事業者識別番号を取得
し、前記着番号に付された事業者識別番号と前記取得した事業者識別番号とが一致するか
否かを判定し、当該判定が一致しない場合に、前記発番号をキーとして、前記変更許可情
報を参照し、前記事業者識別番号の変更許可が示されている場合に、前記着番号に付され
た事業者識別番号を前記取得した事業者識別番号に変更して、前記加入者サーバに送信す
るステップを、
　さらに実行することを特徴とする請求項４に記載の通信方法。
【請求項６】
　前記アプリケーションサーバは、
　前記着番号に付された事業者識別番号を前記取得した事業者識別番号に変更した場合に
、前記着番号に付された事業者識別番号が前記取得した事業者識別番号に変更されたこと
を示す事業者識別番号変更情報を、前記変換された発呼情報に付与するステップを、さら
に実行し、
　前記事業者識別番号変更情報が付与された当該発呼情報を前記加入者サーバに送信する
ステップを実行することを特徴とする請求項５に記載の通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＰ（Internet Protocol）電話網において、事業者選択サービスを提供す
る通信システムおよび通信方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の公衆交換電話網（ＰＳＴＮ：Public Switched Telephone Network）では、予め
利用する電話網の事業者を網側の設備に登録しておくことで、発信時に「事業者を指定す
るダイヤル」（以下、００ＸＹ「事業者識別番号」とする）を付与せずに利用する事業者
を選択することができるサービス（以下、「事業者選択サービス」とする）が提供されて
いる（非特許文献１参照）。
【０００３】
　この事業者選択サービスでは、電話回線を契約しているユーザからの申請により、登録
している事業者以外の事業者を指定して発信した場合に、強制的に事業者識別番号を変更
するように指定できる追加のサービスも提供している（非特許文献２参照）。
【０００４】
　公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）では、発信者が任意の事業者回線を使用する場合には、相
手先電話番号の前に事業者識別番号をダイヤルする必要がある。それに対し、この「事業
者選択サービス」では、市内、県内市外、県外、国際といった通話区分毎に使用したい事
業者を予め登録しておくことで、ユーザによる発信毎の事業者識別番号のダイヤルを不要
とする。さらに、ユーザが誤った事業者識別番号をダイヤルした際や、その回線契約して
いるユーザ以外の他者が当該電話回線を利用するときに、回線契約しているユーザが許容
したくない事業者識別番号を指定してダイヤルした際にも回線契約しているユーザが登録
している事業者を利用することが可能となる。
【０００５】
　従来の公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）での事業者選択サービスの概要について説明する。
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　公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）の事業者選択サービスでは、発信加入者端末を収容する加
入者線交換機（ＧＣ：Group unit Center）が、当該発呼の通話区分（「市内」「県内市
外」「県外」「国際」）を判断した後、通話区分毎にユーザが登録している事業者を特定
し、当該事業者を示す識別番号（事業者識別番号）の情報を付与することで、事業者選択
サービスを実現している。
【０００６】
　この事業者選択サービスでは、（１）通話区分判定、（２）事業者識別番号判定、（３
）事業者識別番号付与、（４）事業者識別番号変更、（５）事業者識別番号変更通知の各
処理を実行する。以下、具体的に説明する。
【０００７】
　（通話区分判定）
　加入者線交換機（ＧＣ）は、加入者端末の電話番号帯（市外局番等）毎の設置エリアを
示すデータベース（以下、「番号区画ＤＢ」とする）を記憶している。加入者交換機（Ｇ
Ｃ）は、自身が収容する加入者端末から発呼信号（発呼情報）を受信すると、発番号（発
側の加入者端末の加入者回線を特定する番号）の加入者端末の設置エリアと着番号（宛先
となる着側の加入者端末の加入者回線を特定する番号）の加入者端末の設置エリアとを、
番号区画ＤＢを参照して特定し、その特定した設置エリアの組み合わせから当該発呼の通
話区分が、「市内」「県内市外」「県外」「国際」のうちのいずれであるかを判定する。
【０００８】
　（事業者識別番号判定）
　加入者線交換機（ＧＣ）は、発番号で特定される加入者回線毎に「市内」「県内市外」
「県外」「国際」それぞれにおいて優先すべき事業者が指定されたデータベース（以下、
「優先事業者ＤＢ」とする）を記憶している。この通話区分毎に優先すべき事業者は、予
めユーザから申告された情報に基づいて登録される。発側の加入者線交換機（ＧＣ）は、
自身が収容する加入者端末から受信した発呼信号のダイヤル番号（着番号）に、この事業
者識別番号が付されているか否かを判定する。
【０００９】
　（事業者識別番号付与）
　加入者線交換機（ＧＣ）は、事業者識別番号判定において、ダイヤル番号（着番号）に
事業者識別番号が付されていないと判定された場合に、自身が備える優先事業者ＤＢを参
照し、通話区分毎に登録されている事業者の事業者識別番号を発呼信号に付与する。
【００１０】
　（事業者識別番号変更）
　加入者線交換機（ＧＣ）は、優先事業者ＤＢにおいて、発呼信号のうち、事業者識別番
号を優先事業者ＤＢに登録された事業者識別番号に変更許可する発呼信号であることを示
す変更許可情報をさらに記憶する。この事業者識別番号変更の許可は、予めユーザから申
告された情報に基づいて登録される。発側の加入者線交換機（ＧＣ）は、事業者識別番号
判定において、ダイヤル番号（着番号）に事業者識別番号が付されていると判定された場
合に、自身が備える優先事業者ＤＢを参照し、ダイヤルされた事業者識別番号が、当該発
呼の通話区分で登録されている優先事業者の事業者識別番号と一致するか否かを判定する
。そして、事業者識別番号が一致する場合には、その事業者識別番号を変更しない。一方
、事業者識別番号が一致しない場合には、優先事業者ＤＢの変更許可情報を参照し、変更
許可する発呼信号の場合には、事業者識別番号を、優先事業者ＤＢに登録された事業者の
事業者識別番号に変更する。
【００１１】
　（事業者識別番号変更通知）
　加入者線交換機（ＧＣ）は、事業者識別番号変更処理が行われた場合に、事業者識別番
号が変更されたことを示す事業者識別番号変更情報を発呼信号に付与して、その発呼信号
を中継する事業者の通信網にルーティングする。この処理は、事業者選択サービスにおい
て、事業者識別番号が変更された旨を発信者に通知するガイダンス提供のトリガとして利
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用することができる。例えば、各事業者が、事業者識別番号変更情報に基づき、事業者が
変更されたことのガイダンス提供を行うか否かを選択する。
【００１２】
　次に、従来の公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）での事業者選択サービスの処理について具体
的に説明する。図７は、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）での事業者識別番号付与処理の流れ
を説明するための図である。図７では、ユーザが事業者識別番号をダイヤルせずに発信し
、そのため、加入者線交換機（ＧＣ）８ａにおいて、事業者識別番号が付与される場合を
示している。
【００１３】
　まず、発信者が加入者端末１ａから事業者識別番号なしで発信する（Ｓ１１）。つまり
、ダイヤル番号「０Ａ１Ｂ１～Ｊ１」に事業者識別番号「００ＸＹ」等が付されていない
。次に、発側の加入者線交換機（ＧＣ）８ａは、自身が収容する加入者端末１ａから発呼
信号を受信する（Ｓ１２）。続いて、発側の加入者線交換機（ＧＣ）８ａは、受信した発
呼信号のダイヤル番号（着番号）および発番号を用いて番号区画ＤＢを参照し、当該発呼
の通話区分が「市内」「県内市外」「県外」「国際」のうちのいずれであるかを判定する
（通話区分判定）（Ｓ１３）。
【００１４】
　次に、発側の加入者線交換機（ＧＣ）８ａは、ダイヤル番号（着番号）に事業者識別番
号が付されているか否かを判定する（事業者識別番号判定）（Ｓ１４）。ここでは、ダイ
ヤル番号に事業者識別番号が付与されていないと判定される。そして、発側の加入者線交
換機（ＧＣ）８ａは、優先事業者ＤＢを参照し、当該発呼が該当する通話区分についてユ
ーザが登録している優先事業者の事業者識別番号を発呼信号に付与する（事業者識別番号
付与）（Ｓ１５）。具体的には、当該発呼の通話区分に登録している事業者識別番号「０
０ＸＹ」をダイヤル番号「０Ａ１Ｂ１～Ｊ１」の前に付与し、着番号を「００ＸＹ０Ａ１

Ｂ１～Ｊ１」とする。そして、発側の加入者線交換機（ＧＣ）８ａは、他の事業者の通信
網と接続するための関門交換機局機能（以下、「ＩＧＳ機能」とする）により、発呼信号
を事業者識別番号「００ＸＹ」で指定される登録された事業者の通信網へとルーティング
する。以後は、通常の発信と同様に処理を行い着側の加入者端末１ｂに接続される。
【００１５】
　なお、ここで、ダイヤル番号は、ユーザが加入者端末において実際にダイヤルした発信
先の番号を示し、着番号は、電話網内において、発呼信号の宛先となる着側の加入者端末
の加入者回線を特定するための番号を示す。
【００１６】
　図８は、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）での事業者識別番号変更処理の流れを説明するた
めの図である。図８では、ユーザが登録している事業者とは異なる事業者の事業者識別番
号をダイヤルして発信し、そのため、加入者線交換機（ＧＣ）において、事業者識別番号
が変更される場合を示している。
【００１７】
　まず、発信者が加入者端末１ａから優先事業者として登録していない事業者識別番号を
ダイヤルして発信する（Ｓ２１）。図８では、事業者識別番号「００ＸＹ１」が付された
ダイヤル番号「００ＸＹ１０Ａ１Ｂ１～Ｊ１」が発信されたものとする。次に、発側の加
入者線交換機（ＧＣ）８ａは、発呼信号を受信し（Ｓ２２）、受信した発呼信号のダイヤ
ル番号（着番号）および発番号から番号区画ＤＢを参照し、通話区分判定を行う（Ｓ２３
）。
【００１８】
　次に、発側の加入者線交換機（ＧＣ）８ａは、事業者識別番号判定を行い（Ｓ２４）、
ダイヤル番号に事業者識別番号「００ＸＹ１」が付されていると判定する。そして、発側
の加入者線交換機（ＧＣ）８ａは、優先事業者ＤＢを参照し、ダイヤルされた事業者識別
番号と、当該発呼が該当する通話区分に登録されている優先事業者の事業者識別番号とが
一致するかを判定する。ここでは、ダイヤル番号に含まれた事業者識別番号が「００ＸＹ
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１」であり、当該発呼の通話区分に登録している事業者識別番号が「００ＸＹ」であるた
め、一致しないものとする。続いて、発側の加入者線交換機（ＧＣ）８ａは、優先事業者
ＤＢを参照し、変更許可情報が「許可」となっていることを確認し、事業者識別番号を優
先事業者ＤＢに登録されている事業者識別番号である「００ＸＹ」に変更する（事業者識
別番号変更）（Ｓ２５）。
【００１９】
　次に、発側の加入者線交換機（ＧＣ）８ａは、事業者識別番号が変更されたことを示す
事業者識別番号変更情報を発呼信号に付与して（Ｓ２６）、その発呼信号を中継する事業
者の通信網にルーティングする（事業者識別番号変更通知）（Ｓ２７）。以後は、通常の
発信と同様に処理を行い着側の加入者端末１ｂに接続される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２０】
【非特許文献１】“「電話会社選択サービス」の認可申請について”、［online］、ＮＴ
Ｔ西日本、［平成22年1月5日検索］、インターネット＜http://www.ntt-west.co.jp/news
/0004/000410.html＞
【非特許文献２】“電話会社固定サービス”、［online］、ＮＴＴ西日本、［平成22年1
月5日検索］、インターネット＜http://www.ntt-west.co.jp/news/0004/000410_2.html＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　従来の公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）での事業者選択サービスにおける、（１）通話区分
判定、（２）事業者識別番号判定、（３）事業者識別番号付与、（４）事業者識別番号変
更、（５）事業者識別番号変更通知の各処理を、ＩＰ電話網において実現する場合に、以
下の課題があり、そのままではこの事業者選択サービスを提供することができなかった。
【００２２】
　まず、従来の公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）では回線制御と通話路が同一装置（加入者線
交換機）内にあるが、現在のＩＰ電話システムのアーキテクチャにおいては、回線制御に
相当するセッション制御を行う機能（加入者サーバ）と、通話路に相当するパケット転送
機能（ＩＰ変換装置）とが別装置として構成される。また、従来と同様の方式を適用して
事業者選択サービスを導入する場合、この事業者選択サービスの機能の追加の度に、加入
者サーバの機能開発が必要となり、その都度加入者サーバの既存機能の検証が必要となる
。また、新たな付加サービス機能に不具合が生じた場合、その加入者サーバにおいて既存
機能のサービスについても提供不可となり、既存サービスの提供も含めてユーザに影響を
与えることとなる。
【００２３】
　さらに、現在のＩＰ電話において用いられているプロトコル（ＳＩＰ：Session Initia
tion Protocol）では、事業者識別番号の変更が実施されたことを通知するためのパラメ
ータ（事業者識別番号変更情報）が存在しない。そのため、従来サービスと同様の事業者
識別番号が変更された旨を発信者に通知するガイダンスを、事業者識別番号で指定された
事業者が提供すべきか判断することができない。
【００２４】
　したがって、従来の公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）での事業者選択サービスのシステムを
そのまま適用しようとしても、以上の課題が存在し、ＩＰ電話網において、事業者選択サ
ービスを提供することはできなかった。このような背景に鑑みて、本発明がなされたので
あり、本発明は、ＩＰ電話網において事業者選択サービスを提供することができる通信シ
ステムおよび通信方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　前記した課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、加入者端末から発呼された
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発呼情報を、ＩＰ網上で用いられるプロトコルに変換するＩＰ変換装置と、前記ＩＰ変換
装置から前記変換された発呼情報を受信して、前記変換された発呼情報をアプリケーショ
ンサーバに送信する加入者サーバと、前記変換された発呼情報の送信先となる回線網の事
業者を決定し、前記決定した事業者の事業者識別番号を前記変換された発呼情報に付与し
て前記加入者サーバに返信する前記アプリケーションサーバとを備え、前記発呼情報の送
信先の回線網の事業者を選択する事業者選択サービスを提供する通信システムであって、
前記加入者サーバが、前記加入者端末の加入者回線を特定する発番号のうち、前記事業者
選択サービスの利用契約を結んでいる前記発番号を示した付加サービス契約情報を記憶す
る記憶部と、前記ＩＰ変換装置から前記変換された発呼情報を受信し、前記変換された発
呼情報に含まれる前記発番号をキーとして、前記付加サービス契約情報を参照し、前記利
用契約を結んでいるかを判定し、前記利用契約を結んでいると判定した場合に、前記変換
された発呼情報を前記アプリケーションサーバに送信する付加サービス加入判定部と、前
記アプリケーションサーバから、前記事業者識別番号が付与された前記変換された発呼情
報を受信し、当該事業者識別番号を用いて前記変換された発呼情報の送信先の事業者の通
信網を決定して、前記変換された発呼情報を前記決定した事業者の通信網に送信する接続
制御部と、を備え、前記アプリケーションサーバが、（１）前記加入者端末の電話番号帯
毎の設置エリアを示す番号区画情報、および、（２）前記発番号の加入者端末の設置エリ
アと前記発呼情報の宛先である着番号の加入者端末の設置エリアとの組み合わせで特定さ
れる通話区分毎に、前記発番号に対応付けて、他の事業者よりも優先して経由させる前記
事業者の前記事業者識別番号を示した優先事業者情報を記憶する記憶部と、前記加入者サ
ーバから前記変換された発呼情報を受信し、前記変換された発呼情報に含まれる前記発番
号および前記着番号の加入者端末の設置エリアを、前記番号区画情報を参照して特定し、
前記特定した発番号の加入者端末の設置エリアと着番号の加入者端末の設置エリアとの組
み合わせから前記変換された発呼情報の前記通話区分を判定する通話区分判定部と、前記
変換された発呼情報に含まれる前記着番号に、前記事業者識別番号が付されているか否か
を判定する事業者識別番号判定部と、前記事業者識別番号判定部が前記事業者識別番号が
付されていないと判定した場合に、前記変換された発呼情報に含まれる前記発番号および
前記通話区分判定部が判定した通話区分をキーとして、前記優先事業者情報から前記変換
された発呼情報の送信先の回線網の事業者の前記事業者識別番号を取得し、前記取得した
事業者識別番号を前記変換された発呼情報に付与し、前記加入者サーバに送信する事業者
識別番号付与部と、を備えることを特徴とする通信システムとした。
【００２６】
　また、請求項４に記載の発明は、加入者端末から発呼された発呼情報を、ＩＰ網上で用
いられるプロトコルに変換するＩＰ変換装置と、前記ＩＰ変換装置から前記変換された発
呼情報を受信して、前記変換された発呼情報をアプリケーションサーバに送信する加入者
サーバと、前記変換された発呼情報の送信先となる回線網の事業者を決定し、前記決定し
た事業者の事業者識別番号を前記変換された発呼情報に付与して前記加入者サーバに返信
する前記アプリケーションサーバとを備え、前記発呼情報の送信先の回線網の事業者を選
択する事業者選択サービスを提供する通信システムに用いられる通信方法であって、前記
加入者サーバが、前記加入者端末の加入者回線を特定する発番号のうち、前記事業者選択
サービスの利用契約を結んでいる前記発番号を示した付加サービス契約情報を記憶する記
憶部を備え、前記ＩＰ変換装置から前記変換された発呼情報を受信し、前記変換された発
呼情報に含まれる前記発番号をキーとして、前記付加サービス契約情報を参照し、前記利
用契約を結んでいるかを判定し、前記利用契約を結んでいると判定した場合に、前記変換
された発呼情報を前記アプリケーションサーバに送信するステップを実行し、前記アプリ
ケーションサーバが、（１）前記加入者端末の電話番号帯毎の設置エリアを示す番号区画
情報、および、（２）前記発番号の加入者端末の設置エリアと前記発呼情報の宛先である
着番号の加入者端末の設置エリアとの組み合わせで特定される通話区分毎に、前記発番号
に対応付けて、他の事業者よりも優先して経由させる前記事業者の前記事業者識別番号を
示した優先事業者情報を記憶する記憶部を備え、前記加入者サーバから前記変換された発
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呼情報を受信し、前記変換された発呼情報に含まれる前記発番号および前記着番号の加入
者端末の設置エリアを、前記番号区画情報を参照して特定し、前記特定した発番号の加入
者端末の設置エリアと着番号の加入者端末の設置エリアとの組み合わせから前記変換され
た発呼情報の前記通話区分を判定するステップと、前記変換された発呼情報に含まれる前
記着番号に、前記事業者識別番号が付されているか否かを判定するステップと、前記事業
者識別番号が付されていないと判定された場合に、前記変換された発呼情報に含まれる前
記発番号および前記判定した通話区分をキーとして、前記優先事業者情報から前記変換さ
れた発呼情報の送信先の回線網の事業者の前記事業者識別番号を取得し、前記取得した事
業者識別番号を前記変換された発呼情報に付与し、前記加入者サーバに送信するステップ
と、を実行し、前記加入者サーバが、前記アプリケーションサーバから、前記事業者識別
番号が付与された前記変換された発呼情報を受信し、当該事業者識別番号を用いて前記変
換された発呼情報の送信先の事業者の通信網を決定して、前記変換された発呼情報を前記
決定した事業者の通信網に送信するステップを実行することを特徴とする通信方法とした
。
【００２７】
　このようにすることで、ＩＰ電話網において、加入者サーバは、発呼情報を受信すると
、その発呼情報に含まれる発番号を用いて、事業者選択サービスの利用契約がなされてい
るかを判定し、利用契約がなされている場合に、その発呼情報をアプリケーションサーバ
へ送信する。アプリケーションサーバは、その発呼情報の着番号に、事業者識別番号が付
されていなければ、優先事業者情報において、通話区分毎に示された事業者の事業者識別
番号を発呼情報に付与して、加入者サーバに送信する。
【００２８】
　したがって、本発明によれば、ＩＰ電話網において、発呼情報に事業者識別番号が付さ
れていない場合であっても、登録した事業者の回線網を経由して回線接続することが可能
となる。また、付加サービスとしての事業者選択サービスに関する処理をアプリケーショ
ンサーバに処理させるため、既存のシステムと機能分散することができ、従来のＩＰ電話
システムにおける加入者サーバ等への機能追加と、それに伴う既存機能の正常性確認検証
の作業負荷を低減することができる。
【００２９】
　請求項２に記載の発明は、前記アプリケーションサーバの前記優先事業者情報が、前記
変換された発呼情報のうち、当該発呼情報の前記着番号に付された事業者識別番号を前記
優先事業者情報に示された通話区分の事業者識別番号に、変更許可する前記変換された発
呼情報を示した変更許可情報を、当該発呼情報の前記発番号に対応付けて、さらに記憶し
、前記事業者識別番号判定部が、前記着番号に前記事業者識別番号が付されていると判定
した場合に、前記変換された発呼情報に含まれる前記発番号および前記通話区分判定部が
判定した通話区分をキーとして、前記優先事業者情報から前記変換された発呼情報の送信
先の回線網の事業者の前記事業者識別番号を取得し、前記着番号に付された事業者識別番
号と前記取得した事業者識別番号とが一致するか否かを判定し、当該判定が一致しない場
合に、前記発番号をキーとして、前記変更許可情報を参照し、前記事業者識別番号の変更
許可が示されている場合に、前記着番号に付された事業者識別番号を前記取得した事業者
識別番号に変更して、前記加入者サーバに送信する事業者識別番号変更部を、さらに備え
ることを特徴とする請求項１に記載の通信システムとした。
【００３０】
　また、請求項５に記載の発明は、前記アプリケーションサーバの前記優先事業者情報が
、前記変換された発呼情報のうち、当該発呼情報の前記着番号に付された事業者識別番号
を前記優先事業者情報に示された通話区分の事業者識別番号に、変更許可する前記変換さ
れた発呼情報を示した変更許可情報を、当該発呼情報の前記発番号に対応付けて、さらに
記憶し、前記着番号に前記事業者識別番号が付されていると判定した場合に、前記変換さ
れた発呼情報に含まれる前記発番号および前記判定した通話区分をキーとして、前記優先
事業者情報から前記変換された発呼情報の送信先の回線網の事業者の前記事業者識別番号
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を取得し、前記着番号に付された事業者識別番号と前記取得した事業者識別番号とが一致
するか否かを判定し、当該判定が一致しない場合に、前記発番号をキーとして、前記変更
許可情報を参照し、前記事業者識別番号の変更許可が示されている場合に、前記着番号に
付された事業者識別番号を前記取得した事業者識別番号に変更して、前記加入者サーバに
送信するステップを、さらに実行することを特徴とする請求項４に記載の通信方法とした
。
【００３１】
　このようにすることで、アプリケーションサーバは、着番号に優先事業者情報に示され
た事業者とは異なる事業者の事業者識別番号が付されていた場合に、その事業者識別番号
を、優先事業者情報に示された事業者識別番号に変更して加入者サーバに送信する。した
がって、ＩＰ電話網において、登録している事業者とは異なる事業者識別番号が発呼情報
に付された場合であっても、登録した事業者事業者識別番号に変更して、登録した事業者
の回線網を経由して回線接続することが可能となる。
【００３２】
　請求項３に記載の発明は、前記アプリケーションサーバの前記事業者識別番号変更部が
、前記着番号に付された事業者識別番号を前記取得した事業者識別番号に変更した場合に
、前記着番号に付された事業者識別番号が前記取得した事業者識別番号に変更されたこと
を示す事業者識別番号変更情報を、前記変換された発呼情報に付与する事業者識別番号変
更通知部を、さらに備え、前記事業者識別番号変更部が、前記事業者識別番号変更通知部
により前記事業者識別番号変更情報が付与された当該発呼情報を前記加入者サーバに送信
することを特徴とする請求項２に記載の通信システムとした。
【００３３】
　また、請求項６に記載の発明は、前記アプリケーションサーバが、前記着番号に付され
た事業者識別番号を前記取得した事業者識別番号に変更した場合に、前記着番号に付され
た事業者識別番号が前記取得した事業者識別番号に変更されたことを示す事業者識別番号
変更情報を、前記変換された発呼情報に付与するステップを、さらに実行し、前記事業者
識別番号変更情報が付与された当該発呼情報を前記加入者サーバに送信するステップを実
行することを特徴とする請求項５に記載の通信方法とした。
【００３４】
　このようにすることで、従来の公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）でのサービスと同様に、事
業者識別番号が変更された旨を発信者に通知するガイダンスを提供すべきか否かを、事業
者識別番号で指定された事業者が、発呼情報に付された事業者識別番号変更情報を用いて
判断することができる。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、ＩＰ電話網において、事業者選択サービスの提供を可能にする通信シ
ステムおよび通信方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本実施形態に係る事業者選択サービスを提供する通信システムの一例を示す図で
ある。
【図２】本実施形態に係る加入者サーバの構成例を示す機能ブロック図である。
【図３】本実施形態に係る網内ＡＳ（アプリケーションサーバ）の構成例を示す機能ブロ
ック図である。
【図４】本実施形態に係る優先事業者ＤＢ（優先事業者情報）のデータ構成の一例を示す
図である。
【図５】本実施形態に係る通信システムにおいて、事業者識別番号付与処理を行い、事業
者選択サービスを提供する流れを示すシーケンス図である。
【図６】本実施形態に係る通信システムにおいて、事業者識別番号変更処理を行い、事業
者選択サービスを提供する流れを示すシーケンス図である。
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【図７】公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）での事業者識別番号付与処理の流れを説明するため
の図である。
【図８】公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）での事業者識別番号変更処理の流れを説明するため
の図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　次に、本発明を実施するための形態（「実施形態」という）について、適宜図面を参照
しながら詳細に説明する。
【００３８】
　本実施形態に係る通信システム１００においては、事業者選択サービスを提供するため
の網内アプリケーションサーバ（以下「網内ＡＳ」とする）４を設け、従来のＩＰ電話網
におけるルーティング等の機能は、既存の装置が実行することで、ＩＰ電話網において、
事業者選択サービスを実現する。
【００３９】
　図１は、本実施形態に係る事業者選択サービスを提供する通信システム１００の一例を
示す図である。図１に示すように、本通信システム１００は、ＩＰ電話網として、ＩＰ変
換装置２を介して加入者端末１を収容する加入者サーバ３、呼制御信号の中継を行う中継
サーバ６、他のＩＰ電話事業者網と関門接続するＩＰ－ＧＷ（ゲートウェイ）５、および
他のＰＳＴＮ電話事業者網と関門接続するＰＳＴＮ－ＧＷ（ゲートウェイ）７に加えて、
事業者選択サービスを実現するための網内ＡＳ（アプリケーションサーバ）４を備えて構
成される。なお、ＩＰ変換装置２は、加入者端末１からの呼制御信号や音声信号をＩＰ電
話網上で使用される信号に変換する装置であり、局設置であっても、ユーザ宅内設定であ
ってもよい。
【００４０】
　そして、本通信システム１００の構成として、事業者選択サービスを提供する機能を、
例えば加入者サーバ３内に設けず、各加入者サーバ３と接続された網内ＡＳ（アプリケー
ションサーバ）４に備えるものとした。このことにより、付加サービスとしての事業者選
択サービスを網内ＡＳ４が処理するため、既存のシステムと機能分散することができ、従
来のＩＰ電話システムの加入者サーバ３等への機能追加と、それに伴う既存機能の正常性
確認検証の作業負荷を低減することができる。
【００４１】
≪処理概要≫
　まず、本実施形態に係る通信システム１００が行う事業者選択サービスを実現する処理
の概要について図１を用いて説明する。
【００４２】
　加入者サーバ３は、ＩＰ変換装置２を介して加入者端末１からの発呼信号（発呼情報）
を受信する。そして、加入者サーバ３は、ユーザの事業者選択サービスの契約状況を記憶
したデータベース（後記する図２の「付加サービス契約ＤＢ３１０」）を参照して、事業
者選択サービス提供のため、発呼信号を網内ＡＳ４にルーティングするか否かを判定する
（付加サービス加入判定）（Ｓ１）。なお、ここで、事業者選択サービスの付加サービス
契約がなされていても、特定番号への発信の場合は、発呼信号を網内ＡＳ４にルーティン
グしない。ここで特定番号とは、例えば、「１１０」「１１８」「１１９」「１７７」「
０１２０（フリーダイヤル（登録商標））」「０９９０（ダイヤルＱ２（登録商標））」
等の番号である。
【００４３】
　次に、加入者サーバ３が、付加サービス加入判定（Ｓ１）において、発呼信号を網内Ａ
Ｓ４へルーティングすると判定した場合には、発呼信号が加入者サーバ３により網内ＡＳ
４にルーティングされる。そして、網内ＡＳ４は、通話区分判定（Ｓ２）、事業者識別番
号判定（Ｓ３）、事業者識別番号付与（Ｓ４）、事業者識別番号変更（Ｓ５）、事業者識
別番号変更情報の付与（Ｓ６）等の各処理を行い、登録された事業者識別番号が付された
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発呼信号を加入者サーバ３に返信する。そして、加入者サーバ３は、その発呼信号に基づ
き、登録された事業者の電話網に向けて、ＩＰ－ＧＷ５や、中継サーバ６、ＰＳＴＮ－Ｇ
Ｗ７等のいずれかに発呼信号を送信することにより、事業者選択サービスを提供する。
【００４４】
≪システム構成≫
　次に、本実施形態に係る通信システム１００を構成する各装置の構成について、図１～
図３を用いて、具体的に説明する。
【００４５】
　（加入者サーバ）
　図２は、本実施形態に係る加入者サーバ３の構成例を示す機能ブロック図である。加入
者サーバ３は、呼状態を管理して発呼信号や応答信号の送信先を決定し、自身が収容する
加入者端末１のサービス契約情報等の管理を行う装置であり、接続制御部３１と、付加サ
ービス加入判定部３２と、特定番号判定部３３と、記憶部３４と、通信部（不図示）とを
含んで構成される。なお、通信部は、情報の送受信を行うための通信インタフェースによ
り実現される。
【００４６】
　接続制御部３１は、発呼信号や応答信号の送信先を決定し、通信部を介して送信する制
御を行う。具体的には、網内ＡＳ４から事業者識別番号が付された発呼信号を受信し、そ
の事業者識別番号を用いて発呼信号の送信先の事業者の通信網を決定して送信する。付加
サービス加入判定部３２は、記憶部３４に記憶された後記する付加サービス契約ＤＢ３１
０を参照し、発呼信号に付された発番号をキーとして、事業者選択サービスの付加サービ
ス契約がなされているかを判定する。そして、付加サービス加入判定部３２は、付加サー
ビスの利用契約を結んでいると判定した場合に、その発呼信号を網内ＡＳ４に送信する。
特定番号判定部３３は、記憶部３４に記憶された後記する特定番号ＤＢ３２０を参照し、
発呼信号に付された発番号が、「１１０」等の特定番号か否かを判定する。なお、接続制
御部３１は、一度網内ＡＳ４へ送信した発呼信号を受信し、再び網内ＡＳ４へ送信するよ
うなループ処理を行わないように、同じ網内ＡＳ４に再アクセスしない制御を発呼信号に
対して行うこととしてもよい。
【００４７】
　また、この接続制御部３１、付加サービス加入判定部３２、および特定番号判定部３３
は、加入者サーバ３が備えるＣＰＵ（Central Processing Unit）によるプログラム実行
処理や、専用回路等により実現される。加入者サーバ３の各処理をプログラム実行処理に
より実現する場合、記憶部３４には、この加入者サーバ３の機能を実現するためのプログ
ラムが格納される。
【００４８】
　記憶部３４は、接続制御部３１が通信部を介して受信した情報を記憶する記憶手段であ
り、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）等により実現される
。また、記憶部３４は、付加サービス契約ＤＢ（付加サービス契約情報）３１０および特
定番号ＤＢ３２０を備える。
【００４９】
　付加サービス契約ＤＢ（付加サービス契約情報）３１０は、事業者選択サービス等の付
加サービスを契約しているユーザの発番号を登録しておくデータベースである。例えば、
ユーザが事業選択サービスを契約していれば、発番号に対応付けて「利用有」が登録され
る。
【００５０】
　特定番号ＤＢ３２０は、「１１０」「１１９」「０１２０（フリーダイヤル）」等の特
定番号が記憶されるデータベースである。
【００５１】
　（網内アプリケーションサーバ）
　図３は、本実施形態に係る網内ＡＳ（アプリケーションサーバ）４の構成例を示す機能
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ブロック図である。
　網内ＡＳ４は、加入者サーバ３と接続され、加入者サーバ３からの発呼信号を受信する
ことで、通話区分判定や、事業者識別番号付与、事業者識別番号変更等の事業者選択サー
ビスを実現するための各処理を実行する。そして、この網内ＡＳ４は、通話区分判定部４
１と、事業者識別番号判定部４２と、事業者識別番号付与部４３と、事業者識別番号変更
部４４と、事業者識別番号変更通知部４５と、記憶部４６と、通信部（不図示）を含んで
構成される。なお、通信部は、情報の送受信を行うための通信インタフェースにより実現
される。
【００５２】
　通話区分判定部４１は、加入者サーバ３から発呼信号を受信し、その発呼信号に含まれ
る発番号の加入者端末１の設置エリアとダイヤル番号（着番号）の加入者端末１の設置エ
リアとを、番号区画ＤＢ４１０を参照して特定し、その特定した設置エリアの組み合わせ
から当該発呼の通話区分が「市内」「県内市外」「県外」「国際」のうちのいずれである
かを判定する。
【００５３】
　事業者識別番号判定部４２は、発呼信号のダイヤル番号（着番号）に、事業者識別番号
が付されているか否かを判定する。
【００５４】
　事業者識別番号付与部４３は、事業者識別番号判定部４２により、発呼信号に事業者識
別番号が付されていないと判定された場合に、記憶部４６内の後記する優先事業者ＤＢ４
２０を参照し、発呼信号に含まれる発番号と、通話区分判定部４１により判定された通話
区分とに基づき、その通話区分に登録された事業者の事業者識別番号を発呼信号に付与す
る。そして、事業者識別番号付与部４３は、事業者識別番号を付与した発呼信号を加入者
サーバ３に通信部を介して送信する。
【００５５】
　事業者識別番号変更部４４は、事業者識別番号判定部４２により、発呼信号に事業者識
別番号が付されていると判定された場合に、優先事業者ＤＢ４２０（図４）を参照し、発
呼信号のダイヤル番号（着番号）に付された事業者識別番号が、通話区分判定部４１によ
り判定された通話区分に登録されている事業者の事業者識別番号と一致するか否かを判定
する。そして、事業者識別番号変更部４４は、事業者識別番号が一致する場合には、その
事業者識別番号を変更せずに、発呼信号を加入者サーバ３に通信部を介して送信する。一
方、事業者識別番号が一致しない場合には、事業者識別番号変更部４４は、優先事業者Ｄ
Ｂ４２０に登録された変更許可情報４２１を参照する。この変更許可情報４２１は、登録
された事業者以外の事業者の事業者識別番号が指定された発呼信号について、事業者識別
番号を優先事業者ＤＢ４２０に登録された事業者の事業者識別番号に強制的に変更する許
可を示している。この変更許可情報４２１が「許可」の場合は、事業者識別番号を、優先
事業者ＤＢ４２０に登録された事業者の事業者識別番号に変更して加入者サーバ３に発呼
信号を送信する。一方、変更許可情報４２１において許可されない場合は、発呼信号のダ
イヤル番号（着番号）に付された事業者識別番号を変更せずに加入者サーバ３に発呼信号
を送信する。
【００５６】
　事業者識別番号変更通知部４５は、事業者識別番号変更部４４が、発呼信号のダイヤル
番号（着番号）に付された事業者識別番号を、優先事業者ＤＢ４２０に登録された事業者
識別番号に変更した場合に、事業者識別番号が変更されたことを示す事業者識別番号変更
情報を発呼信号に付与する。そして、事業者識別番号変更通知部４５は、事業者識別番号
変更情報を付与した発呼信号を、事業者識別番号変更部４４を介して、加入者サーバ３へ
送信する。
【００５７】
　なお、この通話区分判定部４１、事業者識別番号判定部４２、事業者識別番号付与部４
３、事業者識別番号変更部４４、および事業者識別番号変更通知部４５は、網内ＡＳ４が
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備えるＣＰＵによるプログラム実行処理や、専用回路等により実現される。網内ＡＳ４の
各処理をプログラム実行処理により実現する場合、記憶部４６には、この網内ＡＳ４の機
能を実現するためのプログラムが格納される。
【００５８】
　記憶部４６は、加入者サーバ３から通信部を介して受信した情報を記憶する記憶手段で
あり、ＲＡＭ、ＨＤＤ等により実現される。また、記憶部４６は、番号区画ＤＢ（番号区
画情報）４１０および優先事業者ＤＢ（優先事業者情報）４２０を備える。
【００５９】
　番号区画ＤＢ（番号区画情報）４１０は、加入者端末の市外局番等の電話番号帯に対応
付けて設置エリア（番号区画）が記憶され、また、国際電話を示す局番（「０１０」）等
に関する情報が記憶される。この番号区画ＤＢ４１０に基づき、発番号、ダイヤル番号（
着番号）それぞれの加入者端末１の設置エリアを特定し、その特定した設置エリアの組み
合わせにより、通話区分が「市内」「県内市内」「県外」「国際」のいずれであるかを判
定することが可能となる。例えば、この番号区画ＤＢ４１０には、電話番号帯「０３－Ｂ
ＣＤＥ」（「３」が市外局番、「ＢＣＤＥ」が市内局番）に対応付けて、設置エリア「東
京都２３区等」が記憶され、電話番号帯「０４５－ＣＤＥ」（「４５」が市外局番、「Ｃ
ＤＥ」が市内局番）に対応付けて、設置エリア「神奈川県横浜市」が記憶される。
【００６０】
　優先事業者ＤＢ（優先事業者情報）４２０は、発番号（加入者回線）に対応付けて「市
内」「県内市外」「県外」「国際」それぞれにおいて優先すべき事業者が登録される。ま
た、優先事業者ＤＢ４２０は、発呼信号のうち、事業者識別番号を優先事業者ＤＢ４２０
に登録された事業者識別番号に変更許可する発呼信号であることを示す変更許可情報４２
１を記憶する。
【００６１】
　図４は、本実施形態に係る優先事業者ＤＢ（優先事業者情報）４２０のデータ構成の一
例を示す図である。例えば、発番号が「０Ａ０Ｂ０～Ｊ０」の発呼信号は、市内は「００
Ｘ１Ｙ１（Ａ社）」、県内市外は「００Ｘ２Ｙ２（Ｂ社）」、県外は「００Ｘ３Ｙ３（Ｃ
社）」、国際は「００Ｘ４Ｙ４（Ｄ社）」を優先すべき事業者として登録していることを
示す。また、変更許可情報４２１が「許可」と登録されているため、各通話区分に登録さ
れた事業者以外の事業者の事業者識別番号をダイヤルして発呼しても、強制的に優先事業
者ＤＢ４２０に登録された該当する通話区分の事業者の事業者識別番号に変更するサービ
スを利用する契約となっていることが示される。
【００６２】
　図１に戻り、ＩＰ－ＧＷ５は、加入者サーバ３、中継サーバ６、他の事業者ＩＰ電話網
等に接続され、自己のＩＰ電話網内の信号を他の事業者のＩＰ電話網との間で決められた
信号に変換し、他の事業者のＩＰ電話網へ送信する関門ゲートウェイ装置である。また、
ＩＰ－ＧＷ５は、他の事業者のＩＰ電話網からの信号を自己のＩＰ電話網内の信号に変換
して送信を行う。
【００６３】
　中継サーバ６は、加入者サーバ３、ＩＰ－ＧＷ５、ＰＳＴＮ－ＧＷ７等に接続され、自
己のＩＰ電話網内の他の装置から受信した発呼信号や応答信号をルーティングすることに
より、呼制御信号の中継を行う装置である。
【００６４】
　ＰＳＴＮ－ＧＷ７は、加入者サーバ３、中継サーバ６、ＰＳＴＮ等に接続され、自己の
ＩＰ電話網の信号を他のＰＳＴＮと取り決められた信号に変換し、他のＰＳＴＮへ送信す
る関門ゲートウェイ装置である。また、ＰＳＴＮ－ＧＷ７は、他のＰＳＴＮからの信号を
自己のＩＰ電話網内の信号に変換して送信を行う。
【００６５】
＜動作手順＞
　次に、本実施形態に係る事業者選択サービスを提供する通信システム１００の動作手順
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について、図１～図４を参照しつつ、図５および図６を用いて詳細に説明する。図５は、
ユーザにより事業者識別番号がダイヤルされずに加入者端末１から発呼信号が発信され、
本通信システム１００により、事業者識別番号が発呼信号に付与される場合（事業者識別
番号付与）を示す。また、図６は、ユーザにより、通話区分に登録している事業者の事業
者識別番号とは異なる事業者識別番号がダイヤルされて発呼信号が発信され、本通信シス
テム１００により、発呼信号の事業者識別番号が変更される場合（事業者識別番号変更）
を示す。なお、本実施形態においては、ＩＰ電話網内の呼制御のプロトコルとしてＳＩＰ
が用いられるものとして説明する。
【００６６】
　図５は、本実施形態に係る通信システム１００において、事業者識別番号付与処理を行
い、事業者選択サービスを提供する流れを示すシーケンス図である。
【００６７】
　まず、ユーザにより加入者端末１がオフフックされ信号が発信されると（ステップＳ１
０１）、ＩＰ変換装置２からダイヤルトーン（ＤＴ）が発信される（ステップＳ１０２）
。そして、ユーザにより、事業者識別番号なしで、発信先の電話番号「０Ａ１Ｂ１～Ｊ１

」がダイヤルされる（ステップＳ１０３）。続いて、ＩＰ変換装置２が、ＩＰ電話網上で
用いられるプロトコル（ＳＩＰ）の発呼信号（ＩＮＶＩＴＥ）に変換して加入者サーバ３
に送信する（ステップＳ１０４）。
【００６８】
　次に、加入者サーバ３の接続制御部３１は、発呼信号（ＩＮＶＩＴＥ）を受信する。そ
して、特定番号判定部３３が、ダイヤル番号（着番号）を取得し、特定番号ＤＢ３２０を
参照して、そのダイヤル番号が、「１１０」「１１９」等の特定番号か否かを判定する（
ステップＳ１０５）。ここでは、ダイヤル番号「０Ａ１Ｂ１～Ｊ１」について、特定番号
判定部３３は、ダイヤル番号が特定番号ではないと判定する。
【００６９】
　続いて、加入者サーバ３の付加サービス加入判定部３２が、発呼信号（ＩＮＶＩＴＥ）
に付加された発番号を用いて、付加サービス契約ＤＢ３１０を参照し、ユーザが、事業者
選択サービスの利用契約を行っているか否かを判定する（ステップＳ１０６）。ここでは
、利用契約を行っているため、付加サービス契約ＤＢ３１０において発番号が「利用有」
として登録されているものとする。付加サービス加入判定部３２は、利用契約の「利用有
」と判定すると、発呼信号（ＩＮＶＩＴＥ）を網内ＡＳ４に送信する（ステップＳ１０７
）。
【００７０】
　網内ＡＳ４の通話区分判定部４１は、加入者サーバ３から発呼信号（ＩＮＶＩＴＥ）を
受信し、発番号およびダイヤル番号（着番号）に基づき、番号区画ＤＢ４１０を参照し、
当該発呼の通話区分が「市内」「県内市外」「県外」「国際」のうちのいずれであるかを
判定する（ステップＳ１０８）。
【００７１】
　次に、網内ＡＳ４の事業者識別番号判定部４２は、発呼信号（ＩＮＶＩＴＥ）のダイヤ
ル番号（着番号）に、事業者識別番号が付されているか否かを判定する（ステップＳ１０
９）。ここでは、ダイヤル番号が「０Ａ１Ｂ１～Ｊ１」であり、事業者識別番号判定部４
２は、事業者識別番号が付されていないと判定する。
【００７２】
　続いて、網内ＡＳ４の事業者識別番号付与部４３は、優先事業者ＤＢ４２０を参照し、
発呼信号に含まれる発番号と、通話区分判定部４１によりステップＳ１０８で判定された
通話区分とに基づき、その通話区分に登録された事業者の事業者識別番号を発呼信号（Ｉ
ＮＶＩＴＥ）に付与する（ステップＳ１１０）。ここでは、事業者識別番号「００ＸＹ」
が付与され、着番号が「００ＸＹ０Ａ１Ｂ１～Ｊ１」となる。そして、事業者識別番号付
与部４３は、事業者識別番号を付与した発呼信号（ＩＮＶＩＴＥ）を加入者サーバ３に送
信する（ステップＳ１１１）。



(16) JP 2011-151434 A 2011.8.4

10

20

30

40

50

【００７３】
　事業者識別番号が付された発呼信号（ＩＮＶＩＴＥ）を受信した加入者サーバ３は、発
呼信号（ＩＮＶＩＴＥ）の事業者識別番号を参照して、ＩＰ－ＧＷ５や、中継サーバ６、
ＰＳＴＮ－ＧＷ７等の中から登録した事業者に接続可能な装置を選択しルーティングを実
行する（ステップＳ１１２，Ｓ１１３）。
【００７４】
　このようにすることで、ＩＰ電話網において、発呼信号に事業者識別番号が付されてい
ない場合であっても、登録した事業者の回線網を経由して回線接続することが可能となる
。また、付加サービスとしての事業者選択サービスに関する処理を網内ＡＳ４に処理させ
るため、既存のシステムと機能分散することができ、従来のＩＰ電話システムにおける加
入者サーバ３等への機能追加と、それに伴う既存機能の正常性確認検証の作業負荷を低減
することができる。
【００７５】
　図６は、本実施形態に係る通信システム１００において、事業者識別番号変更処理を行
い、事業者選択サービスを提供する流れを示すシーケンス図である。
【００７６】
　まず、ユーザにより加入者端末１において、該当する通話区分で登録している事業者と
は異なる事業者番号「００ＸＹ１」を付して、発信先の電話番号「００ＸＹ１０Ａ１Ｂ１

～Ｊ１」がダイヤルされる（ステップＳ２０１～Ｓ２０３）。
【００７７】
　続いて、図５のステップＳ１０４～Ｓ１０７と同様の処理により（ステップＳ２０４～
Ｓ２０７）、網内ＡＳ４の通話区分判定部４１は、加入者サーバ３から登録している事業
者とは異なる事業者識別番号「００ＸＹ１」が付された発呼信号（ＩＮＶＩＴＥ）を受信
する。そして、通話区分判定部４１は、発番号およびダイヤル番号（着番号）に基づき、
番号区画ＤＢ４１０を参照し、当該発呼の通話区分が「市内」「県内市外」「県外」「国
際」のうちのいずれであるかを判定する（ステップＳ２０８）。
【００７８】
　次に、網内ＡＳ４の事業者識別番号判定部４２は、発呼信号（ＩＮＶＩＴＥ）のダイヤ
ル番号（着番号）に、事業者識別番号が付されているか否かを判定する（ステップＳ２０
９）。ここでは、事業者識別番号判定部４２は、事業者識別番号「００ＸＹ１」が発呼信
号（ＩＮＶＩＴＥ）に付されていると判定する。
【００７９】
　そして、網内ＡＳ４の事業者識別番号変更部４４は、優先事業者ＤＢ４２０（図４参照
）を参照し、発呼信号のダイヤル番号（着番号）に付された事業者識別番号が、通話区分
判定部４１により判定された通話区分に登録されている事業者の事業者識別番号と一致す
るか否かを判定する。ここでは、事業者識別番号変更部４４が、発呼信号（ＩＮＶＩＴＥ
）に付された事業者識別番号「００ＸＹ１」について、優先事業者ＤＢ４２０に登録され
た事業者識別番号（ここでは「００ＸＹ」とする）と一致しないと判定する。事業識別番
号が一致しない場合、事業者識別番号変更部４４は、優先事業者ＤＢ４２０に登録された
変更許可情報４２１を参照する。そして、発呼信号の発番号に対応する変更許可情報４２
１が「許可」であるとして、事業者識別番号変更部４４は、事業者識別番号「００ＸＹ１

」を、優先事業者ＤＢ４２０に登録された事業者の事業者識別番号「００ＸＹ」に変更す
る（ステップＳ２１０）。
【００８０】
　続いて、網内ＡＳ４の事業者識別番号変更通知部４５は、事業者識別番号変更部４４が
、発呼信号のダイヤル番号（着番号）に付された事業者識別番号を、優先事業者ＤＢ４２
０に登録された事業者識別番号に変更したことを示す事業者識別番号変更情報を発呼信号
に付与する（ステップＳ２１１）。そして、事業者識別番号変更通知部４５は、事業者識
別番号変更情報が付与された発呼信号（ＩＮＶＩＴＥ）を、事業者識別番号変更部４４を
介して、加入者サーバ３に送信する（ステップＳ２１２）。



(17) JP 2011-151434 A 2011.8.4

10

20

30

【００８１】
　登録された事業者識別番号「００ＸＹ」と事業者識別番号変更情報とが付された発呼信
号（ＩＮＶＩＴＥ）を受信した加入者サーバ３は、発呼信号（ＩＮＶＩＴＥ）に付された
事業者識別番号を参照して、登録した事業者網を経由するようにルーティングを実行する
（ステップＳ２１３，Ｓ２１４）。
【００８２】
　このようにすることで、ＩＰ電話網において、登録している事業者とは異なる事業者識
別番号が発呼信号に付された場合であっても、登録した事業者事業者識別番号に変更して
、登録した事業者を経由して回線接続することが可能となる。
　また、従来の公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）でのサービスと同様に、事業者識別番号が変
更された旨を発信者に通知するガイダンスを提供すべきか否かを、事業者識別番号で指定
された事業者が、発呼信号に付された事業者識別番号変更情報を用いて判断することがで
きる。
【符号の説明】
【００８３】
　１　　　加入者端末
　２　　　ＩＰ変換装置
　３　　　加入者サーバ
　４　　　網内ＡＳ（アプリケーションサーバ）
　５　　　ＩＰ－ＧＷ
　６　　　中継サーバ
　７　　　ＰＳＴＮ－ＧＷ
　３１　　接続制御部
　３２　　付加サービス加入判定部
　３３　　特定番号判定部
　３４，４６　記憶部
　４１　　通話区分判定部
　４２　　事業者識別番号判定部
　４３　　事業者識別番号付与部
　４４　　事業者識別番号変更部
　４５　　事業者識別番号変更通知部
　１００　通信システム
　３１０　付加サービス契約ＤＢ（付加サービス契約情報）
　３２０　特定番号ＤＢ
　４１０　番号区画ＤＢ（番号区画情報）
　４２０　優先事業者ＤＢ（優先事業者情報）



(18) JP 2011-151434 A 2011.8.4

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(19) JP 2011-151434 A 2011.8.4

【図６】 【図７】

【図８】



(20) JP 2011-151434 A 2011.8.4

10

フロントページの続き

(72)発明者  白戸　宏佳
            東京都千代田区大手町二丁目３番１号　日本電信電話株式会社内
(72)発明者  源田　浩一
            東京都千代田区大手町二丁目３番１号　日本電信電話株式会社内
(72)発明者  柴田　高穂
            東京都千代田区大手町二丁目３番１号　日本電信電話株式会社内
(72)発明者  長田　和彦
            東京都千代田区大手町二丁目３番１号　日本電信電話株式会社内
(72)発明者  高林　孝行
            東京都千代田区大手町二丁目３番１号　日本電信電話株式会社内
(72)発明者  吉村　康彦
            東京都千代田区大手町二丁目３番１号　日本電信電話株式会社内
(72)発明者  古川　聖
            東京都千代田区大手町二丁目３番１号　日本電信電話株式会社内
Ｆターム(参考) 5K030 HA01  HA08  HD03  KA05  LB02  LB05  LE02  LE05 
　　　　 　　  5K201 BB04  BB06  BC05  CA02  CB03  CB05  CB08  CD09  DA01  DA02 
　　　　 　　        EA02  EA05  EC06  EC07  ED02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

